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１．福島第二原子力発電所に係る 

  経緯について 
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主な経緯（プラント関係） 

平成２３年３月１１日 １４：４６ 東北地方太平洋沖地震発生 
           １４：４８ １号機～４号機 制御棒全挿入 
           １８：３３ １、２及び４号機 原災法第１０条通報 
                 （原子炉除熱機能喪失） 
平成２３年３月１２日  ５：２２ １号機原災法第１５条通報 
                 （圧力制御機能喪失(S/C温度100℃超過)） 
            ５：３２ ２号機 同上 
            ６：０７ ４号機 同上 
           １２：１５ ３号機 冷温停止 
平成２３年３月１４日 １７：００ １号機 冷温停止 
           １８：００ ２号機 冷温停止 
平成２３年３月１５日  ７：１５ ４号機 冷温停止 

※３号機については、原子炉冷却系の一部が津波の被害を受けなかったことから、
原災法第１０条及び第１５条には至らなかった。 
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主な経緯（避難関係） 

○平成２３年３月１２日   
  ７：４５ 福島第二原子力発電所を中心に、 
       半径 ３ｋｍ圏内：避難の指示、 
       半径１０ｋｍ圏内：屋内退避の指示 
 １７：３９ 福島第一原子力発電所１号機の 
       爆発を受け、 

半径１０ｋｍ圏内：退避の指示 
 
○平成２３年４月２１日  
 １１：００ 冷温停止の状況、電源系及び冷却設

備の復旧状況を勘案し、      
避難区域を１０ｋｍ圏内から８ｋｍ
圏内へ変更を指示 

半径＝8km 

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/images/20111125map_l.gif


原子力安全・保安院 

5 

２．福島第二原子力発電所における 

  応急復旧の実施状況 
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冷温停止の維持に必要な機器の復旧状況 

 東京電力は、原災法に基づく「福島第二原子力発電所原子力事業者防災業務計
画」に基づき冷温停止の維持に必要な機器について応急復旧を実施。 

  
１号機 ２号機 ３号機 ４号機 

被害状況 復旧状況 被害状況 復旧状況 被害状況 復旧状況 被害状況 復旧状況 

「止める」機能 

  制御棒駆動系等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
「冷やす」機能 

  残留熱除去系(A) × ○ × ○ × ○ × ○ 
  残留熱除去系(B) × ○ × ○ ○ ○ × ○ 

  原子炉冷却材浄化系(A) × 
来年７月 

復旧予定* × ○ × ○ × ○ 

  原子炉冷却材浄化系(B) × ○ × ○ × ○ × ○ 

  復水補給水系（代替注水） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  使用済燃料プール冷却(A) × 
来年７月 

復旧予定* × ○ × ○ × ○ 

  使用済燃料プール冷却(B) × ○ × ○ × ○ × ○ 

「閉じこめる」機能 

  原子炉建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
  原子炉格納容器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
非常用電源 

  非常用ディーゼル発電機(A) × 
来年１２月 

復旧予定* × ○ × ○ × ○ 

  非常用ディーゼル発電機(B) × ○ × ○ ○ ○ × ○ 

 *保安規定における温停止時に要求される機器ではないので問題ない。 
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緊急安全対策の実施 

残留熱除去 

封水ポンプ 

津波により３つの機能（交流電源を供給する全ての設備の機能、海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備の機能、使用済
燃料プールを冷却する全ての設備の機能 ）を全て喪失した場合においても、以下の対策により、炉心損傷や使用済燃料の損傷 、
及び放射性物質の放出抑制を行いながら、冷却機能の回復を図る。 

電源車 

消防車 

ろ過水タンク 

ディーゼル駆動 

消火ポンプ 

海 

(1)全交流電源喪失時の
電源確保 

電源車から緊急時対応
に必要な機器や充電器
に電源を供給する 

 
配電盤 

純水タンク 純水移送 

ポンプ 

原子炉建屋 

原子炉格納容器 

充電器 

復水移送 
ポンプ 

(6)原子炉、使用済燃料プール
の除熱機能強化 

除熱設備のモータを予備と交換
して除熱機能を回復 

(4)原子炉格納容器の減圧
機能の確保 
圧力抑制室を通して減圧
操作を実施し原子炉格納
容器の健全性を確保 

(5)使用済燃料プールの注水・
冷却機能強化 

電源車により復水移送ポンプへ
電源を供給し使用済燃料プー
ルへ注水、あるいは消防車によ
り注水 

(3)淡水水源の確保 
純水移送ポンプを用いて、淡水を復水貯蔵タ
ンクへ補給 

(2)原子炉の注水・冷却機能強化 

電源車により復水移送ポンプ等へ電源を供給
し原子炉へ注水、あるいは消防車により注水 

瓦礫撤去 外部扉 

復水貯蔵 
タンク 

(７)その他、当面の対策 

発電所南側海岸アクセス道路及び熱交換器建屋扉等の浸水防止
対策 

津波来襲後の構内道路のアクセス性確保のための重機配備 

※ 

※ 

※ 

※ 

原子炉 
 逃し 
安全弁 

サプレッションプール 

予備空気
ボンベ 

熱交換器 
残留熱除去 
冷却系ポンプ Ｍ 

RHRポンプ 

残留熱除去冷却
海水系ポンプ 

Ｍ 

熱交換器 

Ｍ Ｍ 

使用済燃料
プール 

Ｍ 

※ ※ 
※ 

防火水槽 

Ｍ Ｍ 
予備モータ 

発電所南側海岸 

アクセス道路 

熱交換器建屋 
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福島第一原子力発電所事故を踏まえ、万一シビアアクシデントが発生した場合でも迅速に対応するための措置 として 、「中央制御室の作業環境
の確保」、「緊急時における発電所構内通信手段の確保」、「高線量対応防護服等の資機材の確保及び放射線管理のための体制の整備 」、「水素
爆発防止対策」、「がれき撤去用の重機の配備 」の５つの対策を講じた。 

(1)中央制御室の作業環境の確保 
  全交流電源喪失時における長期間の事故対応活動を 

  継続的に実施するため、電源車等から電源を供給する 

  ことにより、中央制御室非常用換気空調設備（再循環 

  系）を運転可能とし環境を維持。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)緊急時における発電所 

   構内通信手段の確保 
 保安電話（ＰＨＳ）、ページング、 移
動無線、及び衛星電話を 配備。  

◇衛星電話：４台 

 ◇移動無線：携帯４台、車載３台、指
令卓２台 

 ◇保安電話(PHS),ページング 

 全交流電源喪失時においても蓄電
池に加え電源車等からの 電源供給
により通信機能を確保。また、照明に
ついてはヘッドライト等を配備。 

(3)高線量対応防護服等の資機材の 
  確保及び放射線管理のための 
  体制の整備  
  高線量対応防護服や個人線量計の配備 

  （事業者間の相互融通を含む）。 

  放射線管理要員を確保する体制の整備。 

  要員確保のため教育を実施。 

 

 

 

 

 

(4)水素爆発防止対策 
  全交流電源喪失時において、格納 
  容器から漏えいした水素が原子炉 
  建屋に蓄積した場合に備え、建屋 
  への穴あけ作業のための資機材 
  を配備するとともに手順を整備。 
 
 
 
 
 
 
 

(5)がれき撤去用の重機の配備 
  緊急時における構内作業の迅速化 
  を図るため、ホイールローダ等の 
  重機を配備 。 
 
 
 
 
 
 
 

個人線量計・全面マスク 

【使用機材】 【使用重機】 

高線量対応防護服 
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３．保安院による確認状況について 
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応急復旧の実施状況の確認概要 

福島第二原子力発電所 原子力事業者防災業務計画に基づき実施 

応急復旧計画の策定 

内
容 

東京電力から、緊急事
態応急対策の実施状
況については、適時報
告があり、その実施状
況については、防災専
門官・保安検査官によ
り、適時確認。 

○平成23年11月14日 
～16日（3日間） 

 本省4名、事務所：6名 

 体制にて東京電力の
実施状況について立
入検査で確認  

 

 

 

          
施設及び設備の整備及び点検 

 

提出 

東京電力の対応 

福島第二 

原子力発電所 

原子力事業者 

防災業務計画 

 

 
平成２２年８月 

東京電力 

実施 

応急復旧 

 ・冷温維持のための応急復旧 

 ・負圧の維持 

 ・保安規定の機能要求への適合 

緊急事態応急対策の実施 

原子力災害の拡大防止 

 ・緊急安全対策の実施 

 ・シビアアクシデント対策の実施 

 

保安院の対応 

 報告徴収 

適時確認 

適時、報告 

○平成23年11月7日 

 緊急事態応急対策の
実施状況について原災
法に基づく報告を指示 緊急事態応急

対策の実施状
況に係る報告 

 

 
平成23年11月11日 

東京電力 

立入検査 
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保安院の確認ポイント 

ポイント①：当該原子力施設が制御可能な状態であり、異常事態が収束する方向にあるこ
と 

  【確認内容】 
・原災法第１５条の要因となった圧力制御室の温度が１００℃未満となり、原子炉及び使
用済燃料プールも含め１００℃未満の冷温停止の状態が維持され、今後も継続して管
理できる状態にあること。 

・原子炉の未臨界が維持され、今後も継続して管理できる状態であること 
・冷温停止時の保安規定の要求事項が満足していること   他 

 
ポイント②：当該原子力施設等からの放射性物質の放出や放射線の放出が原子炉等規制

法上の規制レベルに回復されたこと、もしくはその回復が十分に見込まれること。 
  【確認内容】 

・「閉じこめる」安全機能が維持され、福島第二原子力発電所からの放射性物質の異常
な放出はないこと 他 

 
ポイント③：当該原子力施設等からの放射性物質や放射線の異常な放出が再び生じない

及びその兆候がみられないこと。 
  【確認内容】 

・原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む）の発生防止や影響緩和を図るため
の措置がとられていること。 

 

具体的な確認ポイント 
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保安院の確認内容（その１） 

ポイント①当該：原子力施設が制御可能な状態であり、異常事態が収束する方向にあること 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

3/8 4/7 5/7 6/6 7/6 8/5 9/4 10/4 11/3

1号機圧力抑制室水温度(℃)

（℃）

1号機 

・３月１１日１４：４８ 原子炉自動スクラム 

・３月１１日１５：００ 原子炉未臨界確認 

・３月１１日１８：３３ 原子炉除熱機能喪失 

・３月１２日５：２２ 圧力抑制室温度１００℃到達，圧力抑制機能喪失 

・３月１４日１：２４ 残留熱除去系起動 

・３月１４日１０：１５ 圧力抑制機能回復 

・３月１４日１７：００ 原子炉冷温停止 

【データ間隔】 

３月８日～３月１１日 １２時間に１点 

３月１１日～３月１６日 ２時間に１点 

３月１６日～      １２時間に１点 

1号機圧力抑制室水温度の推移 
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1号機原子炉水温度(℃)

（℃）

1号機 

・３月１１日１４：４８ 原子炉自動スクラム 

・３月１１日１５：００ 原子炉未臨界確認 

・３月１１日１８：３３ 原子炉除熱機能喪失 

・３月１４日１：２４ 残留熱除去系起動 

・３月１４日１７：００ 原子炉冷温停止 

【データ間隔】 

３月８日～３月１１日 １２時間に１点 

３月１１日～３月１６日 ２時間に１点 

３月１６日～      １２時間に１点 

１号機原子炉水温度の推移 
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100

3/8 4/7 5/7 6/6 7/6 8/5 9/4 10/4 11/3

1号機使用済燃料プール水温度(℃)

（℃）

1号機 

・３月１１日１４：４８ 原子炉自動スクラム 

・３月１４日１７：００ 原子炉冷温停止 

【データ間隔】 

３月８日～３月１１日 １２時間に１点 

３月１１日～３月１６日 ２時間に１点 

３月１６日～      １２時間に１点 

１号機使用済燃料プール水温度の推移 

【保安院の確認内容】 

○各号機の圧力抑制室水温度は、冷温停止到達後、継続して、３０℃前後で推移しており、１００℃と比べ
て十分に低い。 

○原子炉水も３０℃前後で推移し、冷温停止状態が維持されている。 

○使用済燃料プールの水温も３０℃前後で維持され、保安規定上の制限である６５℃と比べて十分低い。 

○原子炉冷却系については、各号機とも、それぞれ残留除去系が２系統ずつ機能回復しており、加えて、
その予備として原子炉冷却材浄化系による冷却機能を確保している。 

※代表号機として１号機の各水温を例示 
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保安院の確認内容（その２） 

ポイント①：当該原子力施設が制御可能な状態であり、異常事態が収束する方向にあること 

中央制御室への立入検査に
よる原子炉の未臨界確認
  

 

【保安院の確認内容】 
○３月１１日の地震発生時において、各号機は定格熱出力一定運転中であったが、「地震加速度大」信号
により、制御棒はスクラム（全挿入）され、各号機が安全に停止した。 

○各号機とも制御棒駆動水圧系の弁をバルブアウト（隔離措置）し、制御棒の引抜きが生じないように措置
している。 

○スクラム後の原子炉の起動領域中性子モニタ（ＳＲＮＭ）のデータは有意な変動はない。 
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1号機SRNM(A)指示値（cps）
1号機SRNM(B)指示値（cps）
1号機SRNM(C)指示値（cps）
1号機SRNM(D)指示値（cps）
1号機SRNM(E)指示値（cps）
1号機SRNM(F)指示値（cps）
1号機SRNM(G)指示値（cps）
1号機SRNM(H)指示値（cps）

（cps）

1号機 

・３月１１日１４：４８ 原子炉自動スクラム 

・３月１１日１５：００ 原子炉未臨界確認 

・その後のSRNMの一時的な指示上昇は，キセノン量

の低下による影響 

【データ間隔】 

３月１１日～  １２時間に１点 

１号機ＳＲＮＭ指示値の推移（代表号機として例示） 

制御棒駆動水圧系ユニットへ
の立入検査による隔離確認
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保安院の確認内容（その３） 

ポイント①：当該原子力施設が制御可能な状態であり、異常事態が収束する方向にあること 

【保安院の確認内容】 
  冷温停止時に必要な設備の復旧が行われ、冷却機能の多重化、非常用電源の多重化を確保するなど、
冷温停止を維持するための保安規定上の要求を満足している。  

  保安規定条文   要求事項 1号機 2号機 3号機 4号機 

計測及び
制御設備 

第27条 

計測及び制御設備 
(原子炉保護系) 

起動領域モニタが機能していること 
スクラム排出容器水位が維持されていること 

○ ○ ○ ○ 

計測及び制御設備 
(起動領域モニタ計装) 

起動領域モニタ２チャンネル以上確保されていること 
○ ○ ○ ○ 

計測及び制御設備 
(非常用ディーゼル発電機計装) 

第66条（所内電源系統その２）で要求される非常用交流高圧電源母線電圧が維持
されていること 

○ ○ ○ ○ 

冷却設備 

第35条 

原子炉停止時冷却系その２ （1）1系列が運転中であること及び原子炉で発生する崩壊熱が原子炉停止時冷却
系以外の手段で除去できると判断するまで、さらに1系列の原子炉停止時冷却系
が動作可能であること又は、 
（2）原子炉停止時冷却系が停止した場合においても、原子炉冷却材温度を１００℃
未満に保つことができること 

○ ○ ○ ○ 

第40条 
非常用炉心冷却系その２ （1）非常用炉心冷却系（自動減圧系を除く）2系列又は、 

（2）非常用炉心冷却系（自動減圧系を除く）1系列及び復水補給水系1系列が確保
されていること 

○ ○ ○ ○ 

第55条 
使用済燃料プールの水位及び
水温 

（1）使用済燃料プールの水位が、オーバーフロー水位付近にあること 
（2）使用済燃料プールの水温が、６５℃以下であること 

○ ○ ○ ○ 

電源設備 

第59条 外部電源その２ １系列が動作可能であること ○ ○ ○ ○ 

第61条 
非常用ディーゼル発電機その２ 第66条（所内電源系統その２）で要求される非常用交流高圧電源母線に接続する

非常用ディーゼル発電機を含め2台の非常用発電設備が動作可能であること 
○ ○ ○ ○ 

第62条 
非常用ディーゼル発電機燃料油
等 

第６０条及び第６１条で動作可能であることを要求される非常用ディーゼル発電機
に対し必要量確保されていること 

○ ○ ○ ○ 

第64条 直流電源その２ 第６６条で要求される直流電源が動作可能であること ○ ○ ○ ○ 

第66条 
所内電源系統その２ 第２７条、第３５条、第３６条及び第４０条で要求される設備の維持に必要な非常用

交流高圧電源母線、直流電源母線及び原子炉保護系母線が受電されていること 
○ ○ ○ ○ 

保安規定における冷温停止中の要求事項と適合状況 
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保安院の確認内容（その４） 

ポイント②：当該原子力施設等からの放射性物質の放出や放射線の放出が原子炉等規制法上
の規制レベルに回復されたこと、もしくはその回復が十分に見込まれること 

【保安院の確認内容】 
 ○全号機において原子炉水及び使用済燃料プール水については燃料の破損を示すデータは認められて
いない。 

○原子炉建屋の負圧は維持できており、放射性物質の閉じ込め機能には問題がない。 

○周辺環境のモニタリングにおいて、放射線量の一時的な上昇が見られたが、福島第二原子力発電所か
ら異常な放出をするような事象は生じていないことから、福島第一原子力発電所からの影響である。  
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測定日に数値データのない場合は，検出限界以下を示す。 

１号機原子炉水サンプリング結果 
（代表号機として例示） 
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・No.2は、定期点検により、3月11日～18日の期間はデータなし。 

・No.6は、地震発生後の津波の影響により設備が浸水した為、 

 3月11日及び3月13日～3月19日の期間はデータなし。 

・No.7は、地震発生後の津波の影響により設備が流失した為、 

 3月11日以降データなし。その後、可搬型モニタリングポストを 

 設置し3月21日から測定を開始してる。（だだし、測定は1日/1回） 

【データ間隔】 

３月８日～  １２時間に１点 

福島第一原子力発電所からの放射性物質の

放出による指示値上昇 
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・負圧が常に維持できている。 

・７月１１日～７月２９日 非常用ガス処理系から原子炉換気空

調系へ切替のための調整 

・７月２９日 非常用ガス処理系から原子炉換気空調系へ切替 

【データ間隔】 

３月８日～  １２時間に１点 

１号機号機原子炉建屋負圧状態の推移 
（代表号機として例示） 

モニタリングポスト指示値の推移 

※１号機の原子炉水のサンプリング結果において、セシウム１３７等が確認されているが、これは、原子炉冷却材浄化系及び使用済燃料プール浄化系が一時的に停止し、原子炉水の残留熱除去系による冷却を行って
いたため、使用済燃料プールで保有している過去に漏えいが確認された燃料体の核分裂生成物の影響や、燃料被覆管に含まれる天然ウランに起因する核分裂生成物の影響により、セシウム１３７等が検出された
ものであり、燃料破損を疑うような値ではない 
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保安院の確認及び評価結果（その５） 

ポイント③：当該原子力施設等からの放射性物質や放射線の異常な放出が再び生じない及びそ
の兆候がみられないこと 

【保安院の確認内容】 
 ○緊急安全対策の実施により、津波等により交流電源機能や冷却機能を喪失しても、電源車やポンプ車

等の配備やその実施訓練により、原子炉の冷温停止及び使用済燃料プールの冷却は維持できている。
また、今般の同程度の津波の襲来に備え、高さ１５mを超える土のうによる築堤や浸水防止対策を講じ
ている。 

○シビアアクシデント対策の実施により、中央制御室の居住性の確保、通信手段の確保、放射線防護対策
やがれき除去対策の確保、水素爆発の防止ができている。 

津波対策としての土嚢の積み
上げ状況の確認 電源車及びポンプ車の配備の確認 



原子力安全・保安院 

17 

保安院の確認内容（まとめ） 

 東京電力における緊急事態応急対策の実施状況について、

立入検査等で確認した結果、①原子炉の冷温停止状態の維

持のため、冷却設備や電源設備の復旧されていること、②緊

急安全対策等の実施により事故の発生防止のための措置

が講じられていることなど、適切に冷温停止を維持できてい

ることが確認された。 

 今後、保安院において、東京電力における冷温停止状態

維持に係る実施状況をとりまとめ、原子力安全委員会に報

告することとする。 


